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特　集

本年度は
加古川商工会議所議員改選の年です！

　
商
工
会
議
所
は
、
１
８
７
８
年
（
明

11
）
に
、
東
京
商
工
会
議
所
が
わ
が
国

最
初
の
「
商
法
会
議
所
」
と
し
て
設
立

さ
れ
た
の
が
は
じ
ま
り
で
、
地
域
を
代

表
す
る
総
合
経
済
団
体
と
し
て
、
国
・

県
・
市
な
ど
の
関
係
機
関
へ
要
望
・
陳

情
活
動
を
行
い
、
地
域
商
工
業
の
発
展

や
地
域
振
興
の
た
め
諸
問
題
の
解
決
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
令
和
４
年
で
全
国
に
は
５
１
５
商
工

会
議
所
が
あ
り
、
１
２
４
万
会
員
を
有

し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
な
か
で
も
商
工
会
議
所
の
議
員

は
、
全
国
１
２
４
万
会
員
の
う
ち
、
わ

ず
か
3.5
％
（
4.3
万
人
）
で
、
商
工
会
議

所
の
中
核
的
役
割
を
担
う
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
、
会
員
の
意
見
を
代
表
し
て
商
工

会
議
所
の
事
業
を
運
営
し
て
い
く
重
要

な
職
務
を
担
っ
て
い
ま
す
。

○
議
員
に
な
る
資
格
は

　
議
員
に
選
挙
・
選
任
さ
れ
る
資
格
は
、

会
員
の
み
が
有
し
て
い
ま
す
。
所
定
の

期
日
ま
で
に
会
費
を
完
納
し
て
い
な
い

会
員
、
ま
た
特
別
会
員
と
会
員
で
な
い

特
定
商
工
業
者
（
以
下
、
特
定
商
工
業

者
）
に
は
資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
。

※
特
別
会
員
は
、
本
制
度
に
か
か
る
選

　
挙
権
・
被
選
挙
権
及
び
選
任
権
・
非

　
選
任
権
資
格
を
有
し
ま
せ
ん
。

※
議
員
に
は
特
別
会
費
の
負
担
が
あ
り

　
ま
す
。

○
議
員
の
種
類
と
定
数

　

会
員
の
代
表
と
し
て
、
業
種
・
規

模
・
地
域
な
ど
を
網
羅
で
き
る
よ
う
に

と
の
趣
旨
か
ら
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た

議
員
構
成
と
す
る
た
め
、
当
所
議
員
の

種
類
と
定
数
、
選
任
方
法
は
左
図
の
通

り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
議
員
に
な
れ
ば

【
商
工
会
議
所
の
意
思
決
定
に
参
画
】

　
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
議
員
総

会
に
お
い
て
「
表
決
権
」
「
選
挙
権
」

を
保
有
し
ま
す
。

【
常
議
員
（
役
員
）
の
選
任
対
象
】

　
商
工
会
議
所
の
役
員
は「
会
頭
」「
副

会
頭
」
「
専
務
理
事
」
「
常
議
員
」

「
監
事
」
の
職
務
を
行
う
者
を
言
い
ま

す
。
常
議
員
は
、
議
員
の
中
か
ら
選
任

さ
れ
ま
す
。
選
任
さ
れ
た
常
議
員
は
、

常
議
員
会
に
お
い
て
、
議
員
総
会
で
話

し
合
う
議
題
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め

審
議
を
行
っ
た
り
、
議
員
総
会
に
諮
る

い
と
ま
が
な
い
緊
急
事
項
に
つ
い
て
議

決
を
行
い
ま
す
。

【
法
人
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
】

　
法
人
・
そ
の
他
の
団
体
が
議
員
と
な

っ
た
場
合
は
、
「
議
員
の
職
務
を
行
う

者
」
一
人
を
定
め
、
書
面
を
も
っ
て
届

出
を
行
い
ま
す
。

－第24期議員選挙・選任について－

種  類 定  数 選挙・選任方法

1号議員 40名
会員・特定商工業者の投票による
選挙

2号議員 28名
業種別に設置された7つの部会から
それぞれ選任

3号議員 12名 会頭が常議員会の同意を得て選任

　
会
員
及
び
特
定
商
工
業
者
の
投
票
に

よ
っ
て
選
ば
れ
る
議
員
で
す
。

○
1
号
議
員
へ
の
立
候
補

　
令
和
４
年
９
月
28
日
ま
で
に
会
費
を

を
完
納
し
た
会
員
が
権
利
を
有
し
ま
す
。

　
立
候
補
は
、
本
人
又
は
会
員
の
推
薦

に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
令
和
４
年
９
月
21

日
か
ら
９
月
29
日
ま
で
に
選
挙
委
員
長

に
届
け
出
ま
す
。

　
定
数
を
超
え
る
立
候
補
が
あ
っ
た
場

合
は
選
挙
投
票
と
な
り
、
会
費
口
数
を

票
数
（
１
口
＝
１
個
、
上
限
50
個
）
と

数
え
る
、
商
工
会
議
所
独
特
の
計
算
方

法
が
と
ら
れ
ま
す
。
立
候
補
者
の
総
数

が
定
数
を
超
え
な
い
場
合
は
、
投
票
は

行
わ
れ
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
立
候
補
を
辞
退
す
る
と
き
は
、

令
和
４
年
10
月
４
日
17
時
ま
で
に
「
立

候
補
辞
退
届
」
を
選
挙
委
員
長
ま
で
届

け
出
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

○
１
号
議
員
を
選
ぶ
人
（
選
挙
人
）

　
１
号
議
員
を
選
ぶ
資
格
の
あ
る
者
は
、

会
員
（
特
別
会
員
を
除
く
）
及
び
特
定

商
工
業
者
で
す
。
但
し
、
令
和
４
年
９

月
28
日
ま
で
に
会
費
（
会
員
）
又
は
負

担
金
（
特
定
商
工
業
者
）
を
完
納
し
て

い
な
い
と
選
挙
権
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
特
定
商
工
業
者
と
1
号
議
員
選
挙

　
商
工
会
議
所
は
、
会
員
組
織
の
団
体

の
み
な
ら
ず
、
地
域
総
合
経
済
団
体
と

し
て
の
性
格
が
付
与
さ
れ
て
い
る
た
め
、

特
定
商
工
業
者
の
方
に
も
選
挙
権
が
あ

り
ま
す
。
特
定
商
工
業
者
の
方
に
は
、

法
定
台
帳
作
成
経
費
の
一
部
と
し
て
年

間
１
，
０
０
０
円
の
負
担
金
を
ご
協
力

い
た
だ
い
て
お
り
、
こ
の
負
担
金
を
期

日
ま
で
に
完
納
さ
れ
た
方
に
選
挙
権
が

１
個
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
会
員
に
な
る

こ
と
で
選
挙
権
個
数
を
増
や
す
こ
と
が

で
き
ま
す
（
令
和
４
年
９
月
28
日
ま
で

に
入
会
の
手
続
き
を
お
済
ま
せ
い
た
だ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
）
。
選
挙
投
票
と

な
っ
た
際
に
は
、
複
数
の
企
業
か
ら
選

挙
権
の
依
頼
が
あ
る
場
合
も
多
い
か
と

思
わ
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ

ご
入
会
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

会 員 と 特 定 商 工 業 者 の 関 係会 員 と 特 定 商 工 業 者 の 関 係

会　員
（特定商工業者非該当）

特定商工業者とは・・・

任意加入制で、市内に事業所
を有し営業している方が対象

特定商工業者
（非会員）

会員の大部分の方はここに該当します。
また非会員の方でも該当条件を満たしている限り、特定商工業者となります。

会　員
・

特定商工業者

商工業者

市内に6ヵ月以上営業し、
下記に掲げる商工業者

　商工会議所法によって、その地区にある商工会議所に事業の概要を登録することが義務付けられている、ある
一定の規模以上の商工業者のこと。
　加古川商工会議所の場合は、毎年4月1日現在加古川市内で引き続き6ヵ月以上営業所・事務所・工場又は事業
場を有する商工業者のうち次のいずれかに該当するもの。
　①資本金額または払込済出資総額が300万円以上。
　②営業所等で常時使用する従業員数が20人以上（商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む
　　ものについては5人以上）。

本年度は
加古川商工会議所議員改選の年です！

－第24期議員選挙・選任について－
　今秋、加古川商工会議所議員改選が行われます。
現在の議員任期は令和４年10月31日をもって満了となり、今回の選挙・選任に
よって選ばれる第24期議員の任期は令和４年11月１日から３年間です。
　今月号では間近に迫った議員選挙・選任についてご紹介します。

商
工
会
議
所
の
議
員
と
は
？

１
号
議
員
と
は


